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１ 法第４条第１項第１号に規定する規制基準 

指定地域の区分 

特定悪臭物質 

Ａ区域 Ｂ区域 

                       ppm ppm 

アンモニア １ ２ 

メチルメルカプタン 0.002 0.004 

硫化水素 0.02 0.06 

硫化メチル 0.01 0.05 

二硫化メチル 0.009 0.03 

トリメチルアミン 0.005 0.02 

アセトアルデヒド 0.05 0.1 

プロピオンアルデヒド 0.05 0.1 

ノルマルブチルアルデヒド 0.009 0.03 

イソブチルアルデヒド 0.02 0.07 

ノルマルバレルアルデヒド 0.009 0.02 

イソバレルアルデヒド 0.003 0.006 

イソブタノール 0.9 ４ 

酢酸エチル ３ ７ 

メチルイソブチルケトン １ ３ 

トルエン 10 30 

スチレン 0.4 0.8 

キシレン １ ２ 

プロピオン酸 0.03 0.07 

ノルマル酪酸 0.001 0.002 

ノルマル吉草酸 0.0009 0.002 

イソ吉草酸 0.001 0.004 

（備考） 

Ａ区域 

指定地域のうち、関係図面に青色で着色した部分の区域 

Ｂ区域 

指定地域のうち、関係図面に赤色で着色した部分の区域 

 

四 国 中 央 市 悪 臭 規 制 の 概 要 
 

３ 法第４条第１項第３号に規定する規制基準 

指定地域の区分 

特定悪臭物質         排出水の量 

Ａ区域 Ｂ区域 

                             ㎎/ι  ㎎/ι  

0.001立方メートル毎秒以下の場合 0.03 0.06 

0.001 立方メートル毎秒を超え、0.1

立方メートル毎秒以下の場合 

0.007 0.01 

 

メチルメルカプ

タン 

  0.1立方メートル毎秒を超える場合 0.002 0.003 

0.001立方メートル毎秒以下の場合 0.1 0.3 

0.001 立方メートル毎秒を超え、0.1

立方メートル毎秒以下の場合 

0.02 0.07 

 

硫化水素 

  0.1立方メートル毎秒を超える場合 0.005 0.02 

0.001立方メートル毎秒以下の場合 0.3 ２ 

0.001 立方メートル毎秒を超え、0.1

立方メートル毎秒以下の場合 

0.07 0.3 

 

硫化メチル 

  0.1立方メートル毎秒を超える場合 0.01 0.07 

0.001立方メートル毎秒以下の場合 0.6 ２ 

0.001 立方メートル毎秒を超え、0.1

立方メートル毎秒以下の場合 

0.1 0.4 

 

二硫化メチル 

  0.1立方メートル毎秒を超える場合 0.03 0.09 

（備考）この表において「Ａ区域」及び「Ｂ区域」とは、それぞれ１の表に規定する 

Ａ区域及びＢ区域をいう。 

 

凡       例 

区 域 の 区 分 

                  A 区 域 

                  B 区 域 
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悪臭規制法（昭和 46年法律第 91号）は、工場その他の事業場における事業活動に伴っ

て発生する悪臭について必要な規則を行い、その他悪臭防止対策を推進することにより、

生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的として制定されました。 

なお、同法では施設・事業場の届出制はなく規制地域内の事業場はすべて規制対象と

なります。 

旧伊予三島市 旧川之江市の悪臭規制地域の指定 

（昭和 49年 4月 9日愛媛県告示第 417号）昭和 49年 5月 1日から施行 

 

２ 法第４条第１項第２号に規定する規制基準 

(１) 特定悪臭物質（メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、ス

チレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。）の種類ごとに

次の式により算出した流量とする。 

ｑ＝0.108×Ｈｅ2・Ｃｍ 

この式において、ｑ、Ｈｅ及びＣｍは、それぞれ次の値を表すものとする。 

ｑ 流量（単位 温度零度、圧力１気圧の状態に換算した立方メートル毎時） 

Ｈｅ (２)に規定する方法により補正された排出口の高さ（単位 メートル） 

Ｃｍ １の表において特定悪臭物質の種類及び指定地域の区分ごとに定められた規制基準の値

（単位 ppm） 

(２)に規定する方法により補正された排出口の高さが５メートル未満となる場合については、

この式は、適用しないものとする。 

(２) 排出口の高さの補正は、次の算式により行うものとする。 

Ｈｅ＝Ｈｏ＋0.65（Ｈｍ＋Ｈｔ） 

Ｈｍ＝（0.795√（Ｑ・Ｖ））÷（１＋（2.58÷Ｖ）） 

Ｈｔ＝2.01×10-3・Ｑ（Ｔ－288）・（2.30logＪ＋－１） 

Ｊ＝（１÷√（Ｑ・Ｖ））×｛1,460－296×（Ｖ÷（Ｔ－288））｝＋１ 

 

これらの式において、Ｈｅ、Ｈｏ、Ｑ、Ｖ及びＴは、それぞれ次の値を表すものとする。 

Ｈｅ 補正された排出口の高さ（単位 メートル） 

Ｈｏ 排出口の実高さ（単位 メートル） 

Ｑ 温度 15 度における排出ガスの流量（単位 立方メートル毎秒） 

Ｖ 排出ガスの排出速度（単位 メートル毎秒） 

Ｔ 排出ガスの温度（単位 絶対温度） 

 

３ 法第４条第１項第３号に規定する規制基準 

指定地域の区分 

特定悪臭物質         排出水の量 

Ａ区域 Ｂ区域 

                             ㎎/ι  ㎎/ι  

0.001立方メートル毎秒以下の場合 0.03 0.06 

0.001 立方メートル毎秒を超え、0.1

立方メートル毎秒以下の場合 

0.007 0.01 

 

メチルメルカプ

タン 

  0.1立方メートル毎秒を超える場合 0.002 0.003 

0.001立方メートル毎秒以下の場合 0.1 0.3 

0.001 立方メートル毎秒を超え、0.1

立方メートル毎秒以下の場合 

0.02 0.07 

 

硫化水素 

  0.1立方メートル毎秒を超える場合 0.005 0.02 

0.001立方メートル毎秒以下の場合 0.3 ２ 

0.001 立方メートル毎秒を超え、0.1

立方メートル毎秒以下の場合 

0.07 0.3 

 

硫化メチル 

  0.1立方メートル毎秒を超える場合 0.01 0.07 

0.001立方メートル毎秒以下の場合 0.6 ２ 

0.001 立方メートル毎秒を超え、0.1

立方メートル毎秒以下の場合 

0.1 0.4 

 

二硫化メチル 

  0.1立方メートル毎秒を超える場合 0.03 0.09 

（備考）この表において「Ａ区域」及び「Ｂ区域」とは、それぞれ１の表に規定する 

Ａ区域及びＢ区域をいう。 

 

《 問 合 せ （提 出） 先》 

四国中央市 市民環境部 生活環境課  

環境保全係 

〒799-0497 

愛媛県四国中央市三島宮川４丁目６番５５号 

（本庁舎３Ｆ） 

電話番号（直通）０８９６－２８－６１４５ 

FAX番号                 ２８－６０５７ 

E-mail：seikatukankyo@city.shikokuchuo.ehime.jp 

 


